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１．研究期間 

平成19～20年度 

 

２．本研究の目的 

 我が国においては、2005年には人口が減少に転じ、今後も一層の少子高齢化の進行により、

本格的な人口減少社会が到来する見通しとなっている。人口減少により労働力人口が大幅に

減少することになれば、経済成長にとって制約・マイナス要因となるおそれがある。 

 こうしたことから、厚生労働大臣が独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して指示し

た第２期中期目標期間（平成19～23年度）における労働政策の課題に係る調査研究テーマ

（プロジェクト研究）の一つとして「人口減少下における全員参加型社会の在り方に関する

調査研究」が示され、労働政策研究・研修機構では、同プロジェクト研究を立ち上げ、労働

力人口の減少を抑え、経済社会の活力を維持・増進できるよう、高齢者、女性、若者等すべ
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ての人の意欲と能力を最大限発揮できるような環境整備の在り方について研究を行っている。 

 特に、団塊の世代が2007年より60歳を迎え、定年到達者が大幅に増え、2012年には65歳に

到達し始めるなど、高齢者の能力を活用するための取り組みを早急に進める必要がある。 

 そこで、本プロジェクト研究では、サブ研究として「高齢者の就労促進に関する研究」を

平成19年度から先行し、高齢者がその意欲と能力を発揮でき、年齢にかかわりなく働くこと

が出来るような環境整備の在り方について研究を行うこととした。 

 我が国の高齢者の就業率は長期的には低下がみられている。従って、高齢者の就業増加を

図るためには、まず、高齢者の就業率の変動要因を分析し、それに対する処方箋を探ること

が必要である。このため、本研究は、まず、平成19年度は、既存の利用可能な最新の調査の

再分析を中心に、高年齢者の就業・引退行動の要因、高年齢者雇用に関する企業の雇用管理

等と高齢者の雇用状況との関係等を幅広く分析し、高齢者の就業率の変動要因を明らかに

し、高齢者の就業率の向上を図るための環境整備の課題を探ることとした。いわば、事実の

発見と課題の整理を行ったものである。その意味で、本報告書は「高齢者の就労促進に関す

る研究」の中間報告と位置づけられる。平成20年度は、本結果等を踏まえ、高齢者就業の実

態分析、個別論点等の詳細な分析、高齢者が意欲と能力があれば、年齢にかかわりなく働け

るような環境整備の在り方についての検討を予定している（なお、研究の大枠及び本報告書

の各章の関連については、第 1 表を参照）。 
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３．本報告書の構成と概要 

 高齢者の就業決定については、労働力供給側、需要側双方の要因が影響していると考え

られる。 

 まず、労働力供給側の分析として、「第１章 男性高齢者の就業決定の規定要因とその変

化：1980～2004」で、長期的にみた男性高齢者の就業率の規定要因について分析をし、労働

力供給の全体的・長期的な動向を整理している。その上で、今後の労働力供給を考える上で

重要と思われる、個別の観点に着目し、「第２章 60歳定年以降における雇用・不雇用の分

岐点－「自己選別」による雇用可能性の事前診断」で60歳以降の就業希望・不希望や就業可

能性の規定要因について、「第３章 在職老齢年金、高年齢雇用継続給付が高齢者の継続雇

用希望に及ぼす影響」で年金制度改正等の高齢者就業に及ぼす効果について、「第４章 高

齢期夫の就労が妻の労働供給を抑制しているか」で高齢女性の労働力供給について分析を行

った。 

 次に労働力需要側の分析は、特に改正高年齢者雇用安定法施行以降の継続雇用の状況に着

目し、「第５章 高齢者継続雇用の実態と課題」で継続雇用の質的側面について、「第６章 

高齢者就業の促進に向けた継続雇用の枠組みが機能する要件」で継続雇用制度の枠組みにつ

いて、現状と課題の整理を行った。最後に「第７章 就業条件の変化が高年齢者の継続雇

用に与える影響－従業員調査に基づく大幅な賃金・年収水準引き下げ効果の測定－」は、労

働力供給側の分析であるが、企業の継続雇用制度の取組状況と関連させて就業決定に関する

分析を行った。 

 なお、本分析からは、高齢者の就業決定には、制度要因（年金制度、定年制）の影響が大

きいこと、従業員自身の意識と就業能力も影響していること、企業の人事労務管理の影響も

大きく、特に継続雇用の質的側面の課題があること、60歳以前の働き方の状況が影響してい

ること（企業、労働者の双方の対応）等が指摘できよう。以下、各章の概要を紹介する。 

 

（１）「第１章 男性高齢者の就業決定の規定要因とその変化：1980～2004」 

 本稿では、厚生労働省の「高年齢者就業実態調査」（1980、1988、1992、1996、2000、

2004年）の個人票データを用い、各年代における60歳代の男性高齢者における就業決定の規

定要因を明らかにしたうえで、時代とともに各要因の影響の変化も考察した。 

 具体的には、計量分析によって、年齢、市場賃金率（個人が市場で得られる時間当たり賃

金）、職業経歴、定年経験、健康、年金制度、家族構成要因、マクロ経済環境（首都圏ダミ

ー）などの要因が男性高齢者の就業行動(就業確率)に与える影響を明らかにしたうえで、時

代とともに各要因の変化も考察を行った。その際、①年金、②市場賃金率、③定年経験、④

加齢効果の就業の確率に与える影響について、仮説を提起し、検証を行った。 

 分析の結果明らかとなった点とその政策含意としては、以下のように整理できる（上記①

～④は仮説どおりの結果となった）。 
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①どの年代においても、年金受給額が高いほど就業確率は低くなる。ただし、近年になる

ほどその影響は小さくなる。 

 政策的含意としては、高齢者の就業をさらに促進しようとするならば、年金制度の改革

が求められる。特に厚生年金などの公的年金制度については、より就業を抑制しない方向

での改革が必要である。 

②市場賃金率が高いほど就業確率は高くなる。こうした市場賃金率の影響は、60歳代後半

のほうが60歳代前半より大きい。 

 政策的含意としては、男性高齢者の就業を促進するため、市場賃金率を上昇させる政策

が求められる。在職老齢年金制度の改正によって、一律２割減額の廃止は市場賃金率を上

昇させる効果を持つ。在職老齢年金制度の改革は、賃金の引き下げ効果を無くすという面

でも就業確率を高めると期待される。また、男性高齢者における人的資本の活用や人的資

本の再投資も重要である（梅谷（1994）；藤村（1994））。高齢者個人向けの公的職業教育訓

練政策は、今後の重要な課題であるし、企業に対する高齢者の教育訓練援助金政策も検討す

る価値があろう。 

③どの年代においても、定年を経験した場合、就業確率が低くなる。ただし、近年になるほ

どその影響は小さくなる。 

 政策的含意としては、労働需要側の雇用制度が高齢者就業に影響を与えることは従来から

確認されている（清家（1993）；清家・山田（2004））。定年制度の廃止は今後の重要な検討

課題である。 

④加齢効果が存在する。つまり、年齢の上昇とともに就業確率は低くなる。こうした加齢効

果は、60歳代後半のほうが60歳代前半より大きい。 

⑤健康は就業確率に大きな影響を与える。健康であることは就業にプラスの影響を与える。

また、健康が男性高齢者の就業に与える影響は、時代にかかわらずほぼ一定である。 

⑥高齢就業者のうち、55歳時点での専門技術職者と管理職者のようなホワイトカラー職業者

のみならず、他の職業についていた高齢就業者の割合が、近年になるほど増加している。高

齢者就業の職域が広がっていることがうかがえる。 

 政策的含意としては、今後、中高齢者向きの職業政策の必要性も高まると考えられる。職

業キャリアの支援政策、公的職業教育訓練政策が重要である。  

⑦近年になるほど、大企業(・官公庁)及び小企業での就業経歴は、60歳代の男性高齢者の就

業にプラスの影響を与えており、中企業での高齢者の就業確率は相対的に低い。 

 政策的含意としては、大企業及び小企業での高齢者就業の促進とともに、中企業（100～

999人）において、高齢者就業促進政策の実施面の問題あるいは、企業需要側の要因を検討

すべきであろう。 
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（２）「第２章 60 歳定年以降における雇用・不雇用の分岐点－「自己選別」による雇用可

能性の事前診断－」 

 本章では、雇用・不雇用の選抜があるという現状を前提として、企業で働く高年齢従業員

が60歳以降も働き続けるという選択肢を選び、またその希望が実際に実現されていくために

は、人的資源管理上においてどのような視点が必要となるのかについて、労働政策研究・研

修機構「『団塊の世代』の就業と生活のビジョンに関する調査」（2006年）の本人調査データ

を用いて、60歳以降の就業希望・実現可能と考える人とそうでない人の間の人的資源の相違

点等を分析することで検討した。主な結果から導かれた含意は以下のとおりである。 

 

（a）就業希望と就業実現（可能性）の間にある障壁（自己選別について） 

①60歳以降の就業希望及び就業実現可能性の全般的な傾向として、 

１）リストラは、就業意欲全体に負の影響を与えており、企業の施策で、60歳以降の就業意

欲が減退させられることがある点に注意を払う必要がある。 

２）多くの人が、これまでと同じ仕事に従事し、体得してきた知識や技能を活かして働きた

いと考えている（就業希望、就業実現可能性も有意に正の影響）ことに着目する必要がある。 

②就業希望と就業実現（可能性）との間にある障壁について、 

１）ひとつの障壁は、老親等の面倒や介護が必要という家庭事情を背景とする自発的判断で

ある。雇用促進政策の視点からも、介護の問題に何らかの施策を講じる必要があろう。 

２）それ以外の障壁は、本人の人的資源の特性に関する自己診断である。 

ⅰ）現企業での就業実現可能性が高いと考えられているのはスペシャリストや職人タイプで

あり、特定分野や担当職能に関する高い職務能力を体得しているか否かが雇用・不雇用を分

かつひとつの重要な分岐点と指摘できる。 

ⅱ）企業の就業を実現できると思っている人は、計画的で堅実な経済生活を送っている場合

が多いことがわかった（「高年齢者雇用安定法改正による60歳以上の雇用可能性に関する認

識」を持ち、「老後のための資金目標をたてて既に目標達成」、「公的年金の受給金額を知っ

ている」人は、現企業での就業実現可能性で有意な正の影響がみられる。）。 

 雇用・不雇用を分かつ重要なもうひとつの分岐点は、定年時ではなく、定年に到達するま

での長い職業キャリアをどれだけ計画的に堅実に歩んでいるか、またそうした志向性を持っ

ているかという問題に帰結しているものと考えられる。 

 

（b）自己選別の始動（雇用・不雇用の分岐点の把握・確定） 

 就業希望者も就業実現可能と考える人たちも、勤続年数が長い。現企業で長期間勤める中

で、その企業の評価基準と自分の状況を照らし合わせて、60歳以降の雇用可能性の事前診断

が可能と考えられる。就業実現可能性が高いと確認した場合には就業希望を企業側に表明し、

最終的には雇用継続者となっていき、就業実現に対する障壁に気づいたならば、就業希望を
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表明せず最終的には引退していくことになる、という自己選別のプロセスが行われる。 

 

（c）現企業以外での就業の実現可能性について 

 現企業以外での就業を実現可能性については、転職経験が多い人や多職能型キャリアの人

で高い（有意に正の影響）ことがわかった。しかし、この結果は、本人の認識であり、就業

を実現できると思っても、「思い違い」の可能性もある。高年齢期の転職は、従前の企業の

支援により従前企業との取引や人的つながりがある企業へと移動する（企業との強い紐帯

（strong-tie）を利用）場合が多いと考えられる。このような者は、当該企業で長期間勤め上

げ、企業との関係を深めてきた者であろう。また、企業側は高年齢転職者に「職能の専門能

力」や「管理・折衝能力」を期待している。職務能力を引き上げる働き方は、担当職能に特

化して仕事経験を積み、特に企業の中心的な仕事に深く関わりながら行うことである。企業

との長期的な関係の中で強い紐帯を利用できる人や、高度な職務能力を体得できた人が、他

企業への転職や独立創業をする場合でも有利な可能性は否定できないであろう。 

 

（d）多くの人が雇用継続を選択し実際に雇用されるために必要な施策 

①企業の人的資源管理として、高い職務能力を体得し、60歳を超えても必要とされ続ける人

材を多く育成することが大切である。このような有用な人材は、企業の発展に貢献する人材

でもある。企業と従業員間の長期安定的な雇用関係の中で、一貫性のある人的資源管理を施

し、計画的、意図的に従業員一人ひとりの能力育成を行うことが求められる。 

②また企業は従業員に対して、自身の能力の棚卸しや長期的観点で職業人生と老後を含む経

済生活の設計図を描くよう促すことも必要である。 

③リストラのような、従業員に負の感情を抱かせるような施策は、就業意欲を減退させる。

企業は、従業員心理を念頭に入れた人的資源管理を行っていくことが求められている。 

④60歳以降の就業は、これまでの職業キャリアの中で、雇用・不雇用の分岐点の根幹となる

要素が形成されていく。60歳以降の就労促進のために、定年前後の雇用管理だけでなく、入

社から定年時に至る従業員のキャリア全体への目配りが企業の人的資源管理に求められる。 

  

（３）「第３章 在職老齢年金、高年齢雇用継続給付が高齢者の継続雇用希望に及ぼす影響」 

 本章は、より新しい時点のデータにより、現行制度下において在職老齢年金、高年齢雇用

継続給付が男性高齢者の就業に及ぼす影響を求めたものである。 

 在職老齢年金が高齢者就業に及ぼす影響については、年金が就業選択に影響を及ぼす一方

で就業に伴い年金が減額されるという相互依存（内生性）の問題がある。こうした内生性に

対処するための研究には、小川（1998a,b）、樋口・山本（2002）等があるが、本章も分析手

法は、これらにならい、実際の年金額（在職老齢年金）と就業に伴う減額前の年金額を説明

変数とした。実際には、年金、高年齢雇用継続給付等を説明変数とする留保賃金関数と賃金、
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留保賃金等を説明変数とする就業関数の推計を行った。データは、労働政策研究・研修機構

「60歳以降の継続雇用と職業生活に関するアンケート調査」（2007年）により、男性高齢者の

継続雇用選択を分析対象とした。分析結果に基づき、仮に最近の制度改定がなかった場合に

ついてのシミュレーションを行い、最近の制度改定の影響を推計した。 

 分析結果をみると、留保賃金に対して、減額前の年金の係数は正、在職老齢年金、高年齢

雇用継続給付の係数は負で有意、また、継続雇用希望に対して、賃金・留保賃金差の係数は

正で有意であり、係数の符号は理論的想定のとおりである。また、これらに基づき、減額前

年金、在職老齢年金、高年齢雇用継続給付に対する継続雇用希望の弾力性と変化幅（いずれ

も平均値で評価）を求めると、減額前年金で負（弾力性 -0.048、変化幅 -0.038%）、在職老

齢年金（弾力性  0.021、変化幅  0.015%）、高年齢雇用継続給付（弾力性  0.022、変化幅

0.016％）で正であり、理論的想定のとおりである。弾力性、変化幅の絶対値では、減額前

の年金が大きく、高年齢雇用継続給付は在職老齢年金とほぼ変わらない。ただし、在職老齢

年金と高年齢雇用継続給付を合わせると減額前の年金に近く、減額前の年金の影響をかなり

相殺している。 

 本稿の推定結果に基づく個々のサンプルについてのシミュレーションによれば、 

①60歳代前半の在職老齢年金の2005年度からの就業に伴う年金一律２割減額の廃止により、

継続雇用希望率が0.3％ポイント上昇する効果があったと推計される。 

②60歳代後半について60歳代前半との制度の相違の影響を求めると、60歳代後半の就業希望

については、60歳代前半に比べて、年金減額が緩く在職老齢年金額が高いことが7.0％ポイ

ント高める一方、減額前年金額の高さが2.1％ポイント低め、高年齢雇用継続給付のないこ

とが1.5％ポイント低める効果があると推計される。 

 厚生年金は、かつては、60歳代前半で被保険者として就業すれば受給できなかったが、

1965年に在職老齢年金が創設され、賃金が一定未満であれば一部受給できるようになり、そ

の後、就業に伴う年金減額を緩和する改正が行われてきた。60歳代前半の就業に対して、

1995年度に高年齢雇用継続給付制度が開始された。現行制度下、在職老齢年金と高年齢雇用

継続給付の効果で、近年、年金の就業に対する抑制的影響は小さくなってきているといえる。 

 

（４）「第４章 高齢期夫の就労が妻の労働供給を抑制しているか」 

 少子高齢化の中で、働く意欲と能力をもつ高齢者の就業機会を増やすことは重要な政策課

題である。しかし、仮に妻の労働供給が高齢者夫の就業率又は収入との間に負の相関関係が

あるとすれば、たとえ、高齢者男性の就業率を政策の狙い通りに引き上げられたとしても、

高齢者女性の就業率が低下するため、高齢者全体の就業率の改善はみられない可能性もある。 

 そこで、夫の状況を中心に、 妻の就業状態等も調べている、高齢・障害者雇用支援機構

（(財)高年齢者雇用開発協会）「定年到達者等の仕事と生活に関するアンケート調査」（2002

年）を用いて、60歳代の高齢期夫の就業率や稼働収入の高さが、その高齢期妻の労働供給に
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与える影響を明らかにした。 

 実証分析から得られた主な結果は以下の通りである 

①基礎集計の結果によると、高齢期夫の就業率と妻の就業率との間にトレードオフ関係は観

察されておらず、妻の就業率が夫の稼働所得にもあまり反応していない。むしろ、妻の就業

率と負の相関関係にあるのは、夫の非稼働収入や退職一時金である。 

②夫の就業確率と妻の就業確率の同時性を考慮した Bivariate Probit モデルで妻の就業率関数

を推計したところ、高齢期夫の就業確率は、妻の就業確率に正の影響を与えている。すなわ

ち、予測とは反対に、高齢期夫の労働参加は、その妻の労働供給を促進する効果を持ち、高

齢期夫婦の労働供給はお互いに相乗効果を持つものといえる。 

③高齢期夫の労働供給の density をあらわす稼働所得と就労時間数が妻の就業率に与える影

響を２段階モデルで推計した結果、いずれの変数も妻の労働供給に有意な影響を与えていな

い。つまり、妻の就業率に影響する大きな要因は、妻自身の年齢、健康要因、上宅ローンの有

無、夫の退職一時金の多寡であり、高齢期の夫が、労働への時間投入を増やしたり、多くの

稼働所得を得られるようになることは、妻の就業を抑制することはない。 

 

（５）「第５章 高齢者継続雇用の実態と課題」 

 本章では、既存の各種調査結果を踏まえ、高齢者継続雇用の現況につき、雇用内容の質的

側面の改善を中心として考察を行った。量・質あいまった継続雇用の進展には、労働生産性

の向上がポイントであり、モラール・アップ、職務開発、能力開発、処遇の見直しが重要な

ことを論じた。 

 高齢者継続雇用の現況については、量的側面は着実に進展している（定年到達者のうち継

続雇用される予定者の割合は、2005年の48.4％から2007年76.7％へと大幅に増加）。 

 質的側面では、雇用継続後の仕事内容はあまり変わらないが、賃金・賞与、雇用形態、格

付け等は大きく変化しており、賃金面を中心に課題が残る。 

 高齢者の生産性については、大卒・男性社員の各年齢時点における賃金と生産性の関係を

見ると、55歳でも、平均的にみると賃金以上に生産性の高いと考える企業もかなりある。 

 企業が高齢者の一層の活用を図るためには、高齢期での賃金と労働生産性の乖離を縮小す

る必要があるが、モラール・アップ、能力開発、職務開発が主要方策であろう。以下、課題

ごとに企業の見方・対応と解決策を整理する。 

①高齢者のモラール・アップ：企業の高齢者に対する評価は厳しい。仕事能力の低下が、高

齢期におけるやる気の出る職務の設定が困難であり、そのため55歳前後で定年前後の目標を

見失うことにより発生するとするならば、問題解決のためには、しかるべき時期から、やる

気の出る（高齢期の）継続雇用職務の目標の設定が必要。 

②仕事の開発：企業では高齢者に適した仕事の開発はあまり進んでいない。「高年齢社員の

担当する仕事を自社内に確保するのが難しい」と答える社が多い。解決策としては、高齢者
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の特性を踏まえた仕事の開発である。高齢者にふさわしい仕事は多い。例えば、後輩に教え

たいという意欲を活かした「教える仕事」や、相手に喜んでもらいたいという気持ちを活か

した「個人向けサービス」などの職務の開発が考えられる。 

③高齢者に対する職業能力開発：中高年労働者の教育訓練の必要性に対する企業の認識は低

い。解決策としては、雇用期間の長期化で、職業訓練費用の回収もしやすくなる。また、高

齢者の機能・特性を踏まえた訓練を工夫する必要がある。 

④処遇の見直し（賃金水準、賃金の個人差など）：60歳以降の処遇の見直し状況について、

60歳定年後の継続雇用は、現状では正社員・正職員でない雇用形態を取る場合が多い。改正

高年齢者雇用安定法施行後における、継続雇用の進展は、必ずしも賃金水準の改善を伴なっ

ておらず、高齢継続雇用従業員の55～59歳層に比べた賃金低下の状況はあまり変わっていな

い。解決策としては、個々人の能力・適性を評価した処遇の見直しが考えられる。 

 これらの解決策により、生産性の向上、質の高い継続雇用の実現を図ることが重要である。 

 今後の課題として、高齢化の急速な進展による高齢者の活用の緊要性が増している中で、

まず、継続雇用を中心とした65歳程度までの本格的な雇用延長を早急に実現しなくてはなら

ない。すなわち、継続雇用の就業の内容をも問うべき段階になってきている。継続雇用対象

者の生産性を引き上げ、質の高い本格的な継続雇用を実現させるために、前述のような課題

は多いが、特に、高齢者の能力開発（継続雇用を見据えその準備段階の40歳代、50歳代での

能力開発が重要）やモラール・アップ対策の研究が大変重要である。 

 

（６）「第６章 高齢者就業の促進に向けた継続雇用の枠組みが機能する要件」 

 本章では、労働政策研究・研修機構「高年齢者の継続雇用の実態に関する調査」（2006年）

を用いて、継続雇用制度の対象範囲と対象者の処遇水準から、継続雇用に関する企業アンケ

ート調査に回答した企業を６つの類型（対象範囲限定・非限定×高処遇・中処遇・低処遇）

に分類した上で、それぞれの類型に該当する企業の、高年齢従業員を対象とした人事管理の

内容と、高年齢者従業員に対する認識・評価を見ることで、高齢者の就業を促進する継続雇

用制度の枠組みがどのような要因に支えられるのかを明らかにしようとした。 

 分析の結果、継続雇用の対象者を限定することなく、かつ他企業よりも高い処遇で雇用し

ようという企業は、設備やマニュアルなどの作業環境の整備や、健康状態の改善にむけた取

組みをより進めている企業であった。これらの取組みは、高い処遇を行う見返りとして、高

年齢従業員に十分に活躍してもらうことを目的に進められていると考えられる。一方、高齢

従業員に対する認識・評価は、継続雇用制度の枠組みにはさほど影響を与えているとは見ら

れず、高年齢従業員の勤務態度に対する評価や、能力・体力における高齢従業員間の格差に

対する考え方といった項目が強いて言えば影響を与えていると考えられた。 

 ただ、本稿における分析は、クロス表分析であり、業種や従業員規模、近年の業績などの

回答企業に関する基本的な変数をコントロールした上で、高齢従業員に対する人事管理の内
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容や評価・認識が、継続雇用制度の枠組みと関連をもつかを確認する必要がある。また、継

続雇用制度の枠組みの相違が、実際の従業員の就業意欲を左右しているかどうかは、企業調

査とマッチング可能な従業員調査のデータなどを用いて今後検証しなければならないだろう。 

 

（７）「第７章 就業条件の変化が高年齢者の継続雇用に与える影響－従業員調査に基づく大

幅な賃金・年収水準引き下げの認識・評価－」 

 高年齢者の同一企業における継続雇用は、企業内で蓄積された人的資本の活用等の観点か

ら、高齢期における望ましい就業の在り方の一つである。改正高年齢者雇用安定法は継続雇

用を促進する上で大きな役割を期待されており、その際、雇用と年金の「接続」がどれだけ

スムーズに行われるかが重要な評価ポイントになる。 

 本章では、労働政策研究・研修機構「60歳以降の継続雇用と職業生活に関するアンケート

調査」（2007年）を用い、継続雇用制度（再雇用・勤務延長制度）のある企業に現在勤務中

の男性（57－59歳）を対象に、従業員側から高齢期における賃金低下・段階的引退可能性と

継続就業に関して、①継続雇用時に賃金・年収水準を大幅に引き下げられる可能性の高い従

業員は継続雇用を希望していないのかどうか、②継続雇用を望んでいない従業員は引退を希

望しているのか、別の企業で再就職を希望しているのか、③賃金・年収水準低下以外の継続

雇用時の就業条件にも継続就業を阻む要素はあるのか、の３つの課題について分析した。 

 分析結果は以下のとおりである。 

（a）クロス集計から明らかになったのは以下のことである。 

①継続雇用時に最も可能性の高い賃金水準あるいは年収水準は、 8 割の労働者で定年到達前

の賃金水準あるいは年収水準の６～７割以下で、最低限希望する賃金水準あるいは年収水準

よりも、ほとんどの場合低くなっている。 

②最も可能性の高い賃金水準あるいは年収水準が 3 割以下としている労働者は全体の約１割

で、継続雇用時の賃金と年金の適切な接続が期待できない高齢者が一定割合存在している。 

③定年到達後に最も希望する働き方で多いのが、正社員（62.1％）、フルタイム（57.2％）、

同事業所・同部署（78.8％）、同じ仕事内容（80.8％）で、勤務形態（労働時間）以外は定

年到達前と同じような働き方をする労働者が多い。 

④定年到達後の最も希望する働き方と最も可能性が高い働き方との間に齟齬が生じやすいの

は、１）正社員希望だが嘱託・契約社員になる可能性が高いケース（全体の47.3％）、２）勤

務日数（１日の勤務時間は同じ）を少なくする勤務形態希望だがフルタイムになる可能性が

高いケース（同10.9％）、３）同事業所・同部署勤務希望だが異なる部署となる可能性が高

いケース（同11.1％）、４）同じ仕事希望だが異なる仕事となる可能性が高いケース（同

12.8％）。 

⑤継続雇用時の賃金水準に対する要望・不満が他の就業条件と比較して相対的に強い。 

（b）多項ロジットモデルによる分析の結果、明らかになったのは以下のことである。 
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①予想年収水準が低いと同一企業への継続雇用を希望しない。予想年収水準が現在の４～５

割で、継続雇用選択確率は17.1％、現在の 3 割以下で、継続雇用選択確率は35.0％下がる。 

②同一企業への継続雇用を希望しない場合、引退ではなく他企業への再就職を希望する。予

想年収水準が現在の４～５割で、再就職希望確率は19.4％、現在の３割以下で、再就職希望

確率は35.6％上がる。 

③賃金・賞与だけでなく公的給付（在職老齢年金の報酬比例部分や高年齢者雇用継続給付

等）を含めた年収が、継続雇用の希望の選択に関し、より大きな影響力を持っている。 

④「就業形態（従業上の地位）」、「勤務形態（労働時間）」、「勤務場所」、「仕事内容」などの

賃金・賞与以外の就業条件も継続雇用希望確率に影響を与えている。正社員以外希望、フル

タイム以外希望、他勤務場所希望で、その形態が一致していないと同一企業への継続雇用を

選択する確率は下がる。とくにフルタイム以外希望者で勤務形態が一致しない場合、定年到

達後に引退を選択する確率が高まることは注目に値する。 

 以上のように企業の年収・賃金水準の大幅な引下げにより、高年齢者は継続雇用を希望し

なくなるが、引退でなく他企業での再就職を希望する。 

 ただし、本章の分析結果の留保として、①年収・賃金水準の引き下げは労働者本人の現時

点での予想であり、実際には予想以上の引き下げとなる可能性もある。②労働者本人が他企

業への再就職を希望しても、再就職先が見つからずに引退せざるを得ないことも考えられる。 

 さらに雇用と年金の適切な接続といった観点からすると、改正高年齢者雇用安定法が就業

率に関しては一定の役割を果たしている一方、将来的な所得保障上の課題についてはまだ残

された部分もあり、継続雇用時の賃金水準のあり方等についてさらに検討していく必要があ

る。継続雇用時の賃金水準の引き下げが本格的な所得保障上の問題となってくるのは、定額

部分の受給開始年齢引き上げが完了し、報酬比例部分の受給開始年齢引き上げが開始される

2013年である。2013年以降、雇用と年金が適切に接続されるのか、より注意深く観察してい

く必要がある。 

 また将来の研究課題として、フルタイム以外希望者で労働時間形態が一致しない場合、定

年到達後に引退を選択する確率が高まることが明らかにされたので、高齢就業者と企業双方

にとって望ましい段階的引退の在り方について分析する必要がある。 
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